
- 1 - 
 

２０２４年(令和６年)度 沖縄アリーナ指定管理者募集要項 

 この要項は、沖縄市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第 2 条

の規定に基づき沖縄アリーナの指定管理者を公募することについて、必要な事項を定め

るものとする。 

 

趣旨 

沖縄アリーナ（以下「施設」という。）は、沖縄アリーナ条例（以下「条例」という。）

第１条に定めるスポーツ及び文化の振興を図り、地域活性化に寄与することを目的とす

る施設である。 

指定管理者制度の趣旨は、サービスの向上と経費の節減等について創意工夫のある提

案を広く募集し、民間の能力を活用することにあり、その趣旨に基づき、施設をより効

果的かつ効率的に管理運営し、その設置目的を達成するため、指定管理者を法人及びそ

の他の団体から公に募集する。 

 

１．対象施設の概要 

（１）沖縄アリーナ 

名   称  沖縄アリーナ 

所 在 地  沖縄市山内一丁目１６番１ 

供用開始日  令和３年３月２８日 

建物の概要  構造・階数 鉄骨造・６階 

建築面積 １１，０４１.７５㎡ 

           延床面積 ２７，７１１.５４㎡ 

           １階   １０，１６２.１４㎡   

          ２階    ５，４０９.８０㎡ 

３階    ４，９３０.１８㎡ 

４階    ４，０２４.４０㎡ 

５階    ２，７３５.４６㎡ 

６階      ４４９．５６㎡ 

高さ        ２８．８ｍ  

付帯施設等  サブアリーナ 

   開 館 日   無休 

          （ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、 

市長の承認を得て臨時に休館することができる。） 

   開 館 時 間  午前零時から２４時までとする 

（ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、 

市長の承認を得てこれを変更することができる。） 
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２．業務の概要 

（１）指定管理者の業務内容 

   別添「沖縄アリーナ指定管理者業務仕様書」に基づく 

 

（２）指定管理期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日とする。 

※ただし、管理業務を継続することが適当でないと認められるときは、指定期間中

であっても指定管理者の指定を取り消すことがある。 

 

（３）選定形式 

   公募型（書類審査及びプレゼンテーション） 

 

（４）提出書類 

   「４．提出書類」に示すとおり 

 

３．応募資格  

指定管理者に応募できるのは、次の要件を満たす法人又はその他の団体（以下「団

体」という。）とする。 

（１）団体であること。（個人での応募は不可）。 

①沖縄市内に主たる事務所を有すること。又は二次審査（プレゼンテーションによ

る審査）までに沖縄市内に主たる事務所を設置する予定であること。 

②共同企業体で応募する場合は、1社以上が沖縄市内に本社を有していること。 

（２）地方自治法施行令第 167 条の 4第 1 項の規定に該当しないこと。 

（３）地方自治法施行令第 167 条の 4第 2項各号のいずれかに該当すると認められる事

実がないこと。 

（４）会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続きを行っていないこと。 

（５）本市及びその他の行政機関から指名停止措置を受けていないこと。 

（６）地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により、本市又は他の地方公共団体から

指定管理者の指定を取り消された場合、当該処分の日から起算して 2 年を経過し

ていること。 

（７）国税、県税及び市税等の滞納がないこと。 

（８）労働保険（雇用保険、労災保険）及び社会保険（健康保険・厚生年金）に加入（厚

生年金保険法第 6条に該当する団体の場合）していること。 

（９）暴力団員による不当な行為防止法等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2

条第 2号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものでないこと、ま

たそれらの利益となる活動を行うものでないこと。 



- 3 - 
 

（１０）地方自治法第 92 条の 2（議員兼業の禁止）、第 142 条（長の兼業禁止、同条項

を準用する場合を含む。）又は第 180 条の 5（委員会及び委員の設置・委員の兼

業禁止等）の規定に抵触しないこと。 

（１１）選定委員が、応募しようとする団体の経営又は運営に直接関与していないこと。 

（１２）共同企業体の場合には、構成する全ての団体が（２）～（１１）までの条件を

満たしていること 

 

４．提出書類 

（※様式については、沖縄市公式ホームページ及び企画部プロジェクト推進室窓口に

て配布） 

（１）提出書類 

①指定申請書（様式第 1号） 

②指定施設に係る指定期間内における各年度の事業計画書（様式第 2 号） 

③指定施設に係る指定期間内における各年度の収支予算書（様式第 3 号） 

④団体概要書(様式第 4号) 

 ※下記事項を記載してあるパンフレットでも可 

 ア．名称 

 イ．所在地 

 ウ．設立年月日 

 エ．設立趣旨 

 オ．代表者の履歴書、役員名簿及び組織体制 

 カ．事業内容及び事業実績等 

⑤指定管理者の指定申請に関する誓約書（様式第 5号） 

⑥職員配置計画表（様式第 6号） 

 ※資格者を配置した場合は、資格証明書の写し。 

⑦申請団体の定款又は寄付行為の写し及び登記簿の謄本 

※法人以外の団体にあっては、会則等の写し及び代表者の身分証明書 

（市区町村が発行するもの） 

⑧申請団体の前事業年度における貸借対照表、損益計算書及び財産目録等 

⑨印鑑証明書（共同企業体においては、構成員全て） 

⑩納税証明書（共同企業体においては、構成員全て） 

・国税、都道府県民税、市町村税に係る２０２３年（令和５年）度の滞納のない

証明書 ※設立１年未満の場合は、代表者の納税証明書 

⑪その他、市長が必要と認めて求める書類 
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（２）共同企業体において申請する場合は、前述（１）に記載するもののほか、以下を

提出すること 

①共同企業体構成員表（様式第 7号） 

②共同企業体協定書（様式第 8号） 

   

５．提出書類の提出方法 

（１）提出方法  持参又は書類書留で提出すること。（提出期限内必着） 

（２）提出先   沖縄市役所 企画部 プロジェクト推進室 担当：平良 

         〒９０４－８５０１ 沖縄県沖縄市仲宗根町２６番１号 

         ０９８－９３９－１２１２（内線２４３３） 

（３）提出期間  令和６年３月１日（金）～ 令和６年５月１５日（水） 

（午前８時３０分～正午、午後１時～午後５時１５分。 

ただし、土曜日、日曜日、祝祭日及び臨時の閉庁日を除く。） 

（４）提出部数  １０部（原本１部 副本９部） 

 

６．質問の受付及び回答  

（１）募集(募集要項・仕様書等)に関する質問は、質疑書（様式第 9 号）に簡潔にまと

め以下のとおり電子メールで提出し、電子メールを送信した旨を電話にて連絡し、電子

メール受信確認を行うこと。なお、質問については、電話や来訪など口頭による質問は

受け付けない。 

【受付期間】令和６年３月１日（金）～ 令和６年５月８日（水）正午まで 

【送付先アドレス】a27project@city.okinawa.lg.jp 

 

（２）質問に対する回答は、随時沖縄市ホームページに掲載する。また、全ての質問に

対する回答を令和６年５月１５日（水）までに沖縄市ホームページに掲載する。 

 

７．選定方法 

  指定管理者の候補者となる団体（以下「指定候補者」という。）は、沖縄市公の施

設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条第1項に規定する選定基準

に従い、沖縄市企画部指定管理者選定委員会にて調査審議をし、その結果を基に、沖

縄市行政改革推進本部の審議を経て、市長が決定する。 

（１）一次審査（書類審査） 

（２）二次審査（プレゼンテーションによる審査） 

（３）選定結果 

選定結果については、市民や応募団体に対し、選定の透明性を高め、説明責任を

果たすうえからも、応募団体数および団体名、得点、選定理由を市のホームページ
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等で公表するとともに、申請団体へ文書で通知する。 

   また、選定にかかる提出書類及び議事録等が公表される場合があることを留意す

ること。 

 

８．選定基準（プレゼンテーション） 

以下の選定基準に基づき審査する。 

※プレゼンテーション及び４．提出書類 （１）②事業計画書（様式第 2号）等を参考

に審査を行うため、別添 選定基準を参考に作成すること。 

選定基準 審査項目及び判断基準 配点 

１．申請団体の

経営方針等に関

する事項 

（１）経営方針 ①安全管理に対する方針や取り組みが

示されているか。 

５点 

②公共性に対する方針や取り組みが示

されているか。 

５点 

③個人情報保護に対する方針や取り組

みが示されているか。 

５点 

（２）指定管理

者の指定の申請

した理由 

①申請の動機が公共の福祉の増進につ

ながるものとなっているか。 

５点 

（３）経営状況 ①運転資金など安定した運営が出来る

財務状況であるか。 

５点 

（４）事業実績

経験 

①類似施設の事業実績、経験はあるか。 ５点 

（５）福祉対策

の取り組み 

①社会的弱者の雇用など、福祉対策に取

り組んだ管理運営が行われているか。 

５点 

２．施設の経営

方針に関する事

項 

（１）施設の現

状に対する考え

方及び将来展望 

①指定施設の設置目的に即した運営方

針となっているか。 

５点 

②指定施設の効用を高めるような事業

等の提案があるか。 

１０点 

（２）利用者へ

の対応等サービ

ス向上に関する

計画 

①受付の方法など利用者に対する公平

な利用の確保が図られるか。 

５点 

②利用者のニーズを的確に把握し、反映

する仕組みがあるか。 

５点 

③トラブルや苦情処理に適切に対処で

きるか。 

５点 
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④指定施設の提供について、指定施設条

例など関係法令を遵守した取り扱いと

なっているか。 

５点 

（３）施設の利

用の向上に関す

る計画 

①指定施設の効用を高めるような提案

があるのか。 

１０点 

②利用率向上が図られるサービスの充

実策があるのか。 

１０点 

③施設の設置目的に即した自主事業の

提案があるのか。 

１０点 

④指定施設の管理運営に有用な設備等

を保有しているのか。 

１０点 

（４）管理経費

に関する計画 

①適切な施設管理が行なえるバランス

の取れた経費配分となっているか。 

１０点 

②管理経費の縮減が図られているか。 １０点 

（５）地域から

の雇用に対する

考え方 

①地域雇用の創出や地域との連携、活性

化に寄与する提案となっているか。 

１０点 

３ 施設の管理

に関する事項 

（１）職員の配

置表及び業務分

担 

①職員の配置や組織など管理運営体制

は適切か。 

５点 

②指定施設の管理運営に必要な有資格

者や企画力のある人材が配置されてい

るか。 

５点 

（２）職員の勤

務時間、勤務表

等勤務体制 

①職員相互の応援など、業務の連携が図

れる体制となっているか。 

５点 

②労働基準法など法令等を遵守した勤

務条件となっているか。 

５点 

４ 情報公開及

び個人情報保護

の措置に関する

事項 

（１）情報公開

及び情報提供へ

の対応 

①情報公開条例やその方針に則った適

切な対応が示されているか。 

５点 

（２）個人情報

保護への対応 

①個人情報保護法や施行条例等に則っ

た適切な対応策が示されているか。 

５点 

５ 緊急時にお

ける対策に関す

る事項 

（１）安全管理

体制 

①指定施設の提供に際し、利用者の安全

確保などの対応策が示されているか。 

５点 

②災害等の緊急時対策及び体制が講じ

られているか。 

５点 
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６ その他 （１）その他・

施設を生かした

誘致計画に関す

る考え方 

①スポーツ興行の誘致について、安定運営

に向け、具体的な誘致手法を提案している

か。 

１０点 

②コンサートの誘致について、安定運営に

向け、具体的な誘致手法を提案している

か。 

１０点 

③MICE、その他イベントの誘致につい

て、安定運営に向け、具体的な誘致手法を

提案しているか。 

１０点 

④自主事業の実施について、安定運営に向

け、具体的な手法を提案しているか。 

１０点 

⑤施設の一部利用について、施設の利用促

進に向け、具体的な誘致手法を提案してい

るか。 

１０点 

 （２）周辺地域

への配慮等に関

する考え方 

①イベント時の交通渋滞緩和策や迷惑駐

車等の問題について、具体的な手法を提案

しているか。 

１０点 

 （３）その他の

項目 

①沖縄アリーナの魅力向上など、親しみや

すいアリーナを形成するための提案がな

されているか。 

１０点 

   ２５０点 

 

 

 

９．施設見学 

（１）概要 

日 時  令和６年３月１日～４月３０日までの原則月曜日、木曜日とする。 

（ただし、施設の利用状況を確認した上で、施設見学の受け入れが可能で

あれば受け入れを行います。） 

  場 所  沖縄アリーナ（沖縄市山内一丁目１６番１） 

（２）留意事項 

  ①ご希望日や希望時間帯での対応ができない場合があります。予めご了承下さい。 

  ②参加できる人数は、一法人につき、5名程度とします。 

（３）施設見学への申込手続き 

 現場見学を希望する法人等は、施設見学申込書（様式第 10 号）に所定事項を記載し、

電子メールにより申込を行うこと。また、電子メールを送信した旨を電話にて連絡し、
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電子メール受信確認を行うこと。 

① 申込期間：令和６年３月１日（金）～ 令和６年４月３０日（火）まで 

（午前８時３０分～正午、午後１時～午後５時１５分） 

ただし、土曜日、日曜日、祝祭日及び臨時の閉庁日を除く。） 

② 申込先 

 【送付先アドレス】a27project@city.okinawa.lg.jp 

【担当者】沖縄市役所 企画部 プロジェクト推進室：平良 

 

１０．スケジュール 

（１） 応募書類の配布期間     令和６年３月１日 ～ ５月１５日 

（２） 施設見学受付期間      令和６年３月１日 ～ ４月３０日 

（３） 質問事項の受付期間     令和６年３月１日 ～ ５月８日 

（４） 提出期間           令和６年３月１日 ～ ５月１５日  

（５） 一次審査          申請書の受付期間終了後 

（６） 二次審査          令和６年６月（予定） 

（７） 候補者決定通知       令和６年８月（予定） 

（８） 指定管理者の議決      令和６年９月（市議会９月定例会予定） 

（９） 指定管理者の指定通知    令和６年９月（議会の議決後） 

（１０）指定管理者の指定告示    令和６年９月（指定管理者の指定通知後） 

(１１) 協定書の締結        令和６年１０月（予定） 

（１２）指定管理業務の引継     令和６年１０月（予定）から 

（１３）指定管理業務の開始     令和７年４月（予定） 

 

１１．指定管理料 

（１）市は、管理経費として必要と認める指定管理料を毎年度の予算の範囲内で支払う

ものとする。年間指定管理料は、事業支出想定をもとに上限額となる金額を下記の

とおり算定していることから、収入として計上する場合はこの金額を上限とし、事

業計画書及び収支予算書の提案を行うこと。 

指定期間中の単年度における指定管理料上限額（消費税含む） 

令和７年４月１日 ～ 令和８年３月３１日：６４，０００千円 

令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日：６４，０００千円 

令和９年４月１日 ～ 令和１０年３月３１日：６４，０００千円 

令和１０年４月１日 ～ 令和１１年３月３１日：６４，０００千円 

令和１１年４月１日 ～ 令和１２年３月３１日：６４，０００千円 

 ※指定管理料については、２０２４年（令和６年）度予算成立を前提に行っており、

予算が成立しなかった場合は、指定管理者の指定を行うことができません。また、本
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募集に要した費用については、沖縄市に請求することはできず、参加者の負担となる

ことをあらかじめご了承ください。 

（２）指定管理料は、会計年度(４月１日から翌年３月３１日まで)ごとに支払う。 

（３）指定管理料に含まれるものは、次のとおりとする。 

① 人件費（指定施設の管理業務に従事する者の給与等） 

② 指定施設の維持管理・運営費 

 

１２．利用料金収入の取り扱い 

（１）指定管理者は、条例及び規則で規定する基準額の範囲内で、市長の承認を得て、 

利用料金を決定すること。 

（２）指定管理者は、施設の利用料金を収入として収受することができる。 

 

１３．応募に関する留意事項 

（１）関係法令の遵守 

沖縄アリーナ条例、同条例施行規則及びその他の関係法令等を遵守すること。 

（２）応募内容の変更禁止 

提出期限後において、提出された書類の内容を変更することはできない。ただし

本市から申し入れた場合は除く。 

（３）虚偽の記載をした場合の取り扱い 

虚偽の記載があった場合は、失格とする。 

（４）応募書類の取り扱い 

   理由の如何を問わず、応募書類は返却しない。また、提出された書類は『行政機

関の保有する情報の公開に関する法律』および『沖縄市情報公開条例』の規定によ

り、公開の対象となる可能性がある。 

（５）費用負担 

応募に関して必要とする費用は、すべて応募者の負担とする。 

（６）応募書類の著作権 

応募書類の著作権は応募者に帰属する。ただし、指定候補者の選定の公表等必要

な場合は、応募書類の内容を本市が無償で使用できるものとする。 

（７）接触の禁止 

この募集に関し、応募者及びその関係者が選定委員と接触することを禁じる。接

触の事実が認められた場合、失格とする。 

（８）資料の取り扱い  

本市が提供する資料について、応募に関わる検討以外の目的で使用することを禁

じる。また、この検討の目的の範囲内であっても、本市の許可なく第三者に対して

これを使用させたり、又は内容を提示することを禁じる。 
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（９）重複応募の禁止  

応募団体は、当該応募に対し重複して応募することはできない。 

（１０）応募の辞退 

応募受付後に辞退する場合は、日本工業規格Ａ４版の白紙による辞退届を提出す

ることとする。辞退届の様式は任意とする。 

（１１）協定の締結 

施設の管理に関し、指定管理者としての業務開始前に、市長と指定管理者との間

で協定を締結する。協定は、指定期間及び施設の管理運営の基本的事項に関する「基

本協定書」と、指定管理料の額、支払時期及び支払方法等に関して会計年度ごとに

締結する「年度協定書」とする。 

なお、指定管理者として指定した団体が、正当な理由なくして協定の締結に応じ

ない場合は、その指定を取り消す場合がある。 

 

１４．問合せ先 

沖縄市役所 企画部 プロジェクト推進室 担当：平良 

〒９０４－８５０１ 沖縄県沖縄市仲宗根町２６番１号 

０９８－９３９－１２１２（内線２４３３） 


